
支援計画をみる

【全体像を知る】

「お母さん、ガイドラインではですね･･･」
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支援計画を立てる

【支援を計画する手順を踏まえる】

『なにから手をつければいいの？』



支援計画を立てる手順

① 障がい児支援利用計画を参照する

・ 相談支援専門員が作成したプランに沿った作成が必要

② 初回面接する

・ インテークシートによる利用の背景、利用の必要性等の聞き取り

③ 支援計画原案検討会議で協議する（モニタリング時、もしくは更新時）

・ 課題の分析

・ 支援の具体的内容と支援の方法の吟味

④ 文章化する

・ 読む人に伝わる文章記述

⑤ 支援の記録

・ 全体的な行動等の記録 ＋ 子ども別・課題別の記録 の組み合わせ

⑥ アセスメントによるモニタリングと支援計画の改善



支援計画を立てる手順 ①

【障害児支援利用計画を参照する】

「相談員さん、障害児支援利用計画いただけますか？」



支援計画をたてる手順 ① 【障がい児支援利用計画の参照】



① 現在の状況の把握

（アセスメント）

② 真のニーズの把握

③ ズレを埋める目標

設定の適切性

④ 支援方法の実効性

⑤ ストレングスの活用

【みるポイント】

支援計画をみるポイント



支援計画をみるポイント

利用計画１

利用計画２

利用計画３

利用計画４



支援計画をみるポイント



① 目的：本人の望ましい成長を意図的・計画的に支援するため

② 内容

・本人や家族のニーズを踏まえているか？

・実現可能な目標か？

・本人が達成すべき発達課題を正しくとらえているか？

③ 方法

・事業所で支援可能な方法か？

（適切な次元・範囲か？ 具体性があるか？）

・本人が達成すべき発達課題への取り組みの時期が適切か？

④ 評価

・できたか、できなかったか、の判定が可能か？

（行動目標としての記述が必要）

① 目的：本人の望ましい成長を意図的・計画的に支援するため

② 内容

・本人や家族のニーズを踏まえているか？

・実現可能な目標か？

・本人が達成すべき発達課題を正しくとらえているか？

③ 方法

・事業所で支援可能な方法か？

（適切な次元・範囲か？ 具体性があるか？）

・本人が達成すべき発達課題への取り組みの時期が適切か？

④ 評価

・できたか、できなかったか、の判定が可能か？

（行動目標としての記述が必要）

支援計画をみるポイント



支援計画を立てる手順 ②

【初回面接：インテークにより基本情報を収集する】

「お母さん、なぜうちを利用しようと思われたんですか？」



インテークにおけるポイント

１ なぜ、放課後等デイサービスを利用しようと思ったのか？（保護者・本人）

２ 何が本人、もしくは家族の問題・課題なのか？（表のニーズから真のニーズを導き出す）

３ 問題・課題の具体的な経過説明（いつから？ どこで？ どんな状況？ 期間？ 程度は？など）

４ 問題・課題理解に必要な関係機関（学校・医療・併用事業所・地域資源など）の情報

５ 本人・家族は、その問題・課題をどのように感じ、考えているのか？

６ 問題・課題は、本人や家族が日常生活を営むのにどれほどの支障を生んでいるのか？

７ 問題・課題は、どのような発達段階で起きていることなのか？（課題の要因分析・ストーリー化）

８ 本人の成育歴（成長過程で起こったできごとやエピソード、家族や身近な人との関係性）

９ 本人のもつ特技、よさ、長所、強みはなにか？

10 本人の性格傾向、価値観は何か？など

11 その問題の解決に際し、どのような働きかけがなされてきたか？または、その予定は？

12 問題・課題に影響を及ぼしているキーパーソンはだれか？（よくも悪くも）

13 この問題・課題について、影響を及ぼしている人以外の環境や仕組み、決まりなどがあるか？

14 この問題・課題を解決するにあたって、利用・活用できる人的・物的・社会資源は何か？

15 本人のどのようなニーズが満たされれば、問題が解決に向かうのか？

【チャレンジ】 社会資源マップ（エコマップ）の作成

※ 目の付け所は、ものやひと、環境そのものに加えて、それらの関係性がどうであるか？

支援計画をたてる手順 ②



・基本情報（氏名 所属 生年月日など）

・家族構成（家族の仕事や生活状況 経済状況など）

・ニーズ（本人 家族）

・関係機関（学校 病院 他の利用事業所 地域の社会資源など）

・生活歴・障がい歴（障がいの認定 療育相談の経緯など）

・現在の状況（日常生活 行動の特性や問題 コミュニケーション

健康面 社会生活能力 興味関心・強み 医療情報

他の関係機関の情報など）

【インテークによる収集情報】支援計画をたてる手順 ②



【重要な１ページ】

生活歴をしっかりインテーク

することにより、なぜ、放課

後等デイサービスを利用する

必要があるのかを明確に分析

する。

【アセスメント書式例】支援計画をたてる手順 ②



支援計画を立てる手順 ②

【面接するにあたって所持しておきたい基礎知識】

「お子さんの将来について、一緒に具体化しましょう！」



子どもの主な進路選択肢

６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部 特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援 一般就労

一般就労（障がい者雇用）

生活介護

大学

専門学校

特別支援
学校
幼稚部

就労継続支援A型

就労継続支援B型

０

学校

福祉サービス



支援計画を立てる手順 ②

【面接するにあたって所持しておきたい基礎知識】

「お子さんの障がい特性からするとですね・・・」



まずは 定型発達の過程を知っておく！

発達の特長（厚生労働省）🌎

１ 乳幼児期

２ 学童期

小学校低学年・中学年・高学年

３ 青年前期

中学校

４ 青年中期

高等学校

面接時の基礎知識

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/gaiyou/attach/1286156.htm


DSM-５による疾病の分類🌎

１ 神経発達症群／神経発達障害群
２ 統合失調症スペクトラム障害および

他の精神病性障害群
３ 双極性障害および関連障害群
４ 抑うつ障害群
５ 不安症群／不安障害群
６ 強迫症および関連症群⊘強迫性障害および

関連障害群
７ 心的外傷およびストレス因関連障害群
８ 解離症群⊘解離性障害群 などなど

面接時の基礎知識

snabi.jp/article/127


DSM-５による疾病の分類

１ 神経発達症群／神経発達障害群
【知的能力障害群】

【コミュニケーション症群/コミュニケーション障害群】

言語症/言語障害・語音症/語音障害・小児期発症流暢症/小児期発症流暢障害（吃音）

社会的（語用論的）コミュニケーション症/社会的（語用論的）コミュニケーション障害

特定不能のコミュニケーション症/特定不能のコミュニケーション障害

【自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害】

【注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害】

【限局性学習症／限局性学習障害】

【運動症群／運動障害群】

【チック症群／チック障害群】

トゥレット症/トゥレット障害・持続性（慢性）運動または音声チック症/ 持続性（慢性）運動

または音声チック障害・暫定的チック症/暫定的チック障害・他の特定されるチック症/他の特定される

チック障害特定不能のチック症/特定不能のチック障害

【他の神経発達症群／他の神経発達障害群】

面接時の基礎知識

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/dsm-5_guideline.pdf


【自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害】

A. 複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥
（１）相互の対人的・情緒的関係の欠落
（２）対人的相互反応で非言語コミュニケーション行動を用いることの欠陥
（３）人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥

B.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって、以下の少なくとも２つにより明
らかになる（以下の例は一例であり、網羅したものではない）
（１）常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話
（２）同一性への固執、習慣へのかたくななこだわり、または言語的・非言語的な儀式的行動様式
（３）強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味
（４）感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味

C. 症状は発達早期に存在していなければならない（しかし社会的要求が能力の限界を超えるまで症状は明らかになら
ないかもしれないし、その後の生活で学んだ対応の仕方によって隠されている場合もある）。

D. その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引
き起こしている。

E. これらの障害は、知的能力障害（知的発達症）または全般的発達遅延ではうまく説明できない。知的能力障
害と自閉スペクトラム症はしばしば同時に起こり、自閉スペクトラム症と知的能力障害の併存の診断を下すためには、社会
的コミュニケーションが全般的な発達の水準から期待されるものより下回っていなければならない。

面接時の基礎知識

https://h-navi.jp/column/article/35025728


【注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害】

Ａ１：以下の不注意症状が６つ（17歳以上では5つ）以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。

a.細やかな注意ができず、ケアレスミスをしやすい。
b.注意を持続することが困難。
c.上の空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える。
d.指示に従えず、宿題などの課題が果たせない。
e.課題や活動を整理することができない。
f.精神的努力の持続が必要な課題を嫌う。
g.課題や活動に必要なものを忘れがちである。
h.外部からの刺激で注意散漫となりやすい。
i.日々の活動を忘れがちである。

Ａ２：以下の多動性/衝動性の症状が６つ（17歳以上では5つ）以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。

a.着席中に、手足をもじもじしたり、そわそわした動きをする。
b.着席が期待されている場面で離席する。
c.不適切な状況で走り回ったりよじ登ったりする。
d.静かに遊んだり余暇を過ごすことができない。
e.衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、じっとしていることができない。
f.しゃべりすぎる。
g.質問が終わる前にうっかり答え始める。
h.順番待ちが苦手である。
i.他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする。

Ｂ：不注意、多動性/衝動性の症状のいくつかは12歳までに存在していた。

Ｃ：不注意、多動性/衝動性の症状のいくつかは２つ以上の環境（家庭・学校・職場・社交場面など）で存在している。

Ｄ：症状が社会・学業・職業機能を損ねている明らかな証拠がある。

Ｅ：統合失調症や他の精神障害の経過で生じたのではなく、それらで説明することもできない

面接時の基礎知識

https://h-navi.jp/column/article/97


限局性学習症／限局性学習障害

A.学習や学業的技能の使用に困難があり、その困難を対象とした介入が提供されているにもかかわらず、以下の症状の少なくとも1つが存在し、少

なくとも6ヶ月間持続していることで明らかになる:

(1)不的確または速度が遅く、努力を要する読字(例:単語を間違ってまたゆっくりとためらいがちに音読する、しばしば言葉を当てずっぽう

に言う、言葉を発音することの困難さをもつ)

(2)読んでいるものの意味を理解することの困難さ(例:文章を正確に読む場合があるが、読んでいるもののつながり、関係、意味するもの、

またはより深い意味を理解していないかもしれない)

(3)綴字の困難さ(例:母音や子因を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない)

(4)書字表出の困難さ(例:文章の中で複数の文法または句読点の間違いをする、段落のまとめ方が下手、思考の書字表出に明確さがない)

(5)数字の概念、数値、または計算を習得することの困難さ(例:数字、その大小、および関係の理解に乏しい、1桁の足し算を行うのに同級

生がやるように数字的事実を思い浮かべるのではなく指を折って数える、算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない)

(6) 数学的推論の困難さ(例:定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である)

B.欠陥のある学業的技能は、その人の暦年齢に期待されるよりも、著明にかつ定量的に低く、学業または職業遂行能力、または日常生活活動に意

味のある障害を引き起こしており、個別施行の標準化された到達尺度および総合的な臨床消化で確認されている。17歳以上の人においては、確認

された学習困難の経歴は標準化された評価の代わりにしてよいかもしれない。

C.学習困難は学齢期に始まるが、欠陥のある学業的技能に対する要求が、その人の限られた能力を超えるまでは完全には明らかにはならないかも

しれない(例:時間制限のある試験、厳しい締め切り期間内に長く複雑な報告書を読んだり書いたりすること、過度に思い学業的負荷)。

D.学習困難は知的能力障害群、非矯正視力または聴力、他の精神または精神疾患、心理社会的逆境、学業的指導に用いる言語の習熟度不足、また

は不適切な教育的指導によってはうまく説明されない。

面接時の基礎知識

https://h-navi.jp/column/article/41


ICF（国際機能分類）

ICFとは？🌎

面接時の基礎知識

http://www.co-pass.jp/icf.html


支援計画を立てる手順 ②

【面接するにあたって心得ておきたい基本的な考え方】

❝Disability❞ と ❝Disorder❞



「障がい」の２つの“Ð”面接時の基本的考え方

Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ Ｄｉｓｏｒｄｅｒ
Learning Disability, LD Attention-deficit hyperactivity disorder、ADHD

『新たなできる』をつくる・『今あるできる』を増やす の見極め


